
岩手県立大学宮古短期大学部学生表彰規程 

 

平成１７年４月１日 

規程第５３号 

 

改正 平成18年2月9日 規程第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則（以下「学則」という。）第41条に規定する学

生の表彰について必要な事項を定めるものとする。 

 

 （表彰の基準） 

第２条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。 

（１） 学業又は研究活動において、特に顕著な業績をあげた者 

（２） 課外活動において、特に顕著な成果をあげた者 

（３） 社会活動において、特に顕著な功績をあげた者 

（４） その他前各号と同等以上の行為があると認められる者 

 

 （推薦） 

第３条 宮古短期大学部長、学科長、学生部長及び各課外活動サークルの顧問教職員は、前条各号のい

ずれかに該当すると認める者を別紙様式により学長に推薦することができる。 

 

 （被表彰者の決定） 

第４条 被表彰者の決定は、前条の規定に基づく推薦を受けた被表彰候補者について、教授会の議を経

て学長が行うものとする。 

 

 （表彰の方法） 

第５条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行うものとする。 

２ 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。 

３ 被表彰者の氏名及び事績の概要は、学内掲示等により公表するものとする。 

 

 （表彰の時期） 

第６条 表彰は、その都度定める日に行う。 

 

 （補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成18年規程第４号）  

 この規程は、平成１８年２月９日から施行する。 

 



別紙様式（第3条関係） 

 

推  薦  状 

平成  年  月  日 

岩手県立大学盛岡短期大学部学長 様 

 

推薦者 

職氏名            印 

 岩手県立大学盛岡短期大学部学生表彰規程第2条第  号に該当する表彰対象者として、下記のとお

り推薦しますのでよろしくお取り計らい願います。 

記 

１ 被推薦者 

   

 

２ 推薦理由 

 

 

 

 

 

 

（注）賞状、大会要項、新聞記事等参考となる資料を添付すること。 

（Ａ４） 


